
1 

 

医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ 

 （令和２年 12 月 22 日医師の働き方改革の推進に関する検討会）抜粋  

 

 

第１ 医師の時間外労働の上限規制に関して、医事法制・医療政策における措置を要する事

項 

２ 追加的健康確保措置の義務化及び履行確保に係る枠組み 

〇 追加的健康確保措置（一般労働者について労働基準法第 36 条第４項の限度時間を超

えて労働させる場合に求められている健康福祉確保措置 8に加えた措置）は、やむを得

ず、一般の労働者に適用される時間外労働の上限時間を超えて医師が働かざるを得ない

場合に、医師の健康、医療の質を確保するために行われるものである。 
8 労働基準法施行規則（昭和 22 年厚生省令第 23 号）第 17 条第１項第５号の「限度時

間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」をいう。 

 

（１）具体的内容 

○ 追加的健康確保措置については、医療機関の管理者が主体となって以下の措置を実施

する。 

イ 面接指導・就業上の措置 

〇 面接指導を行う医師（以下「面接指導実施医師」という。）は、産業医を含め、長時間

労働の医師の面接指導に必要な知見に係る講習を受講して面接指導に従事する。ただし、

医療機関の管理者自ら面接指導実施医師にはならないようにする。 

 

○ 面接指導・就業上の措置については、原則としてＡ・Ｂ・連携Ｂ・Ｃいずれの水準の

適用医師にも、当月の時間外・休日労働が 100 時間に到達する前に睡眠及び疲労の状況

の確認並びに面接指導を行う。なお、Ａ水準適用医師で疲労の蓄積が確認されなかった

者については 100 時間以上となった後での面接指導でも差し支えない。 

面接指導の実施に当たって、まず、医療機関の管理者は当該月に 100 時間以上の時間

外・休日労働が見込まれる医師を抽出し、時間外・休日労働が月 100時間以上となる前

に、睡眠及び疲労の状況等、以下の事項について確認を行い、面接指導の実施日程を決

めるとともに、面接指導に必要な情報を面接指導実施医師に提供する。 

① 前月の休日・時間外・休日労働時間数（副業・兼業先の労働時間も自己申告等に

より通算する。） 

② 直近 2 週間の 1 日平均睡眠時間（可能であればアクチグラフ等の客観的指標を

用いる） 

③ 「労働者の疲労蓄積度の自己診断チェックリスト」（以下「疲労蓄積度チェック」

という。） 

④ 面接指導の希望 
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面接指導実施医師は、面接指導において①勤務の状況、②睡眠負債の状況、③疲労の

蓄積の状況、④心身の状況等について確認する。また、医師についてはバーンアウト（燃

え尽き）のリスクが高いことを踏まえ、ワークエンゲイジメント（熱意・没頭・活力）

とバーンアウト（燃え尽き）の相違も念頭に置きつつ、評価を行う。必要に応じて面接

指導対象医師に睡眠や休息等に関する助言や保健指導を行う。面接指導に基づき、面接

指導対象医師への指導区分及び就業区分の判定し、報告書及び意見書を作成の上、管理

者に報告する。報告書・意見書の作成に当たっては、必要に応じて、産業医、院内の専

門科または専門医療機関と連携することが望ましい。 

医療機関の管理者は、面接指導実施医師からの報告及び意見を踏まえ、必要に応じて、

就業上の措置を講ずる。 

○ 睡眠及び疲労の状況の確認並びに面接指導の実施時期については、時間外・休日労働

が月 100 時間以上となる頻度に応じて以下のように整理した。 

 

月 100時間以上となる頻度が低い：Ａ水準 

当該月の時間外・休日労働が 80 時間を超えた後に睡眠及び疲労の状況の確認を 

行い、一定の疲労の蓄積が予想される場合注は当該月の時間外・休日労働が 100 時間

に到達する前に面接指導を実施する。 

注 一定の疲労蓄積が予想される場合とは下記のいずれかに該当した場合である。 

① 前月の時間外・休日労働時間数：100 時間以上 

② 直近２週間の１日平均睡眠時間：６時間未満 

③ 疲労蓄積度チェック：自覚症状が IV 又は負担度の点数が４以上 

④ 面接指導の希望：有 

 

月 100時間以上となる頻度が中程度：Ａ・Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準 

ある程度の疲労蓄積が想定されるタイミング（当該月の時間外・休日労働が 80  時

間前後となる時期が望ましい）に睡眠及び疲労の状況の確認並びに面接指導を実施す

る。ただし、当該月の時間外・休日労働が 100 時間に到達する前に実施する。 

 

月 100時間以上となる頻度が高い：Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準 

毎月あらかじめ決めておいた時期に睡眠及び疲労の状況の確認並びに面接指導行

うことも可能とする。ただし、当該月の時間外・休日労働が 100 時間に前に実施する。 

 

○ 面接指導実施医師は、産業医も含め、長時間労働の医師の面接指導に必要な知見に係

る講習を受講して従事することとなるが、当該講習については以下の事項を含むことと

する。 

① 総論・法制論（労働安全衛生法、医療法、労働基準法） 

② 健康管理（特に過重労働・睡眠負債による健康影響について） 

③ メンタルヘルス対策 
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④ 追加的健康確保措置（疲労回復に効果的な休息の付与方法、睡眠及び疲労の状況に

ついて確認する事項を含めた効果的な面接指導の実施方法） 

 

○ 疲労回復に効果的な休息の付与方法、睡眠及び疲労の状況について確認する事項を含

めた効果的な面接指導の実施方法等の詳細については、別添１「長時間労働の医師への

健康確保措置に関するマニュアル」を参照されたい。 

 

４ 複数医療機関に勤務する医師に係る取扱い 

（３）複数医療機関に勤務する医師に係る追加的健康確保措置の取扱い 

○ 追加的健康確保措置については、医師の健康・医療の質の確保の観点から新たに医療

法に規定することとしているが、時間外労働の上限規制と同様、複数医療機関に勤務す

る場合もその履行が担保されるような取扱いとする必要がある。そのため、各医療機関

の管理者は、複数医療機関に勤務する医師に対しては、当該医師の自己申告等により把

握した副業・兼業先での労働時間も通算した上で、追加的健康確保措置を実施する。 

○ 複数医療機関に勤務する医師に係る追加的健康確保措置を実施する際の労働時間の

把握・通算については、医師の健康及び医療の質の確保、地域医療提供体制への影響、

医師及び医療機関の負担といった各要素を考慮した上で、それぞれ以下のような取扱い

とする。 

 

イ 面接指導・就業上の措置 

○ 医師本人による報告等により一つの医療機関における面接指導結果が副業・兼業先に

も共有され、当該面接指導結果に基づいた就業上の措置をそれぞれの医療機関が実施す

る場合（連携して実施する場合を含む。）には、面接指導を一つの医療機関において実

施してもよいものとする。 

 

○ ２（１）イの通り、労働時間を随時把握・通算して面接指導の実施時期を決定する医

療機関及び医師の負担を考慮し、月の時間外・休日労働が 100 時間以上となる頻度の高

いＢ・連携Ｂ・Ｃ水準適用医師については、毎月あらかじめ決めておいた時期に面接指

導を行う取扱いを可能とする。ただし、100 時間以上となることが恒常的でない場合に

は、ある程度の疲労蓄積が想定されるタイミング（当該月の時間外・休日労働が 80 時

間前後となる時期が望ましい）に面接指導を実施する必要があるため、100 時間以上と

なる見込みが立った場合は早急に医師から医療機関へその旨を報告してもらう必要が

ある。 

 

○ こうした医師の自己申告をベースとした労働時間管理を可能とするため、医療機関は

医師に対して、これらの取扱いに関して医療機関内で周知を行う。 
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○ 面接指導を実施する医療機関は、医師と医療機関との相談の上決定するが、確実な実

施を図るため、複数医療機関に勤務する医師に関する追加的健康確保措置の実施に係る

考え方を整理する。 

（※） 勤務先医療機関の適用水準（Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準）や常勤・非常勤といった雇用

形態に応じて決定すること等 
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医師の働き方改革に関する検討会 報告書 

（平成 31年３月 28日医師の働き方改革に関する検討会）抜粋 

 

 

３．医師の働き方に関する制度上の論点 

（１）2024 年４月から適用する時間外労働の上限 

（２）（１）の時間外労働規制との組み合わせにより医師の健康確保を図る追加的健 

康確保措置 

（追加的健康確保措置：労働法制における位置付け） 

○ 追加的健康確保措置については、医療提供体制における医師の健康確保の必要性か

ら、医事法制・医療政策における義務付けを検討することと併せて、面接指導につい

ては、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）で義務付けられている面接指導とし

ても位置付け、同法に基づく衛生委員会による調査審議等が及ぶこととする方向で検

討する。 

 

 

 


